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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年３月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２８年１０月２５日 ０２時３０分ごろ～０５時００分ご

ろの間） 

発生場所 不明（山形県鶴岡市由良
ゆ ら

港～由良港北方沖） 

事故の概要  漁船ゆか丸は、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２８年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ゆか丸、０.４トン 

 ＹＭ３－５０６１（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.３６ｍ（Lr）×１.６７ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１７年２月

１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５６年１月１４日 

  免許証交付日 平成２４年１０月１２日 

          （平成３０年１月２５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３  

海象：波向 北西、波高 約２ｍ、水温 約２０℃ 

 事故の経過 本船は、船長（以下「本船船長」という。）が、由良港北方沖の漁

場でさけ
．．

刺し網漁を行う目的で、平成２８年１０月２５日０２時３０

分ごろ家族に見送られて自宅を出た後、由良港を出港した。 

僚船の船長（以下「船長Ａ」という。）は、０３時００分ごろ海上

の様子を確認しようと香頭
こ う ず

ヶ浜と呼称される鶴岡市にある砂浜に行っ

たところ、ふだんは沖合に一直線になって点滅する漁具の灯火が塊に

なって点滅していたのが見えたので、不審に感じた。 

船長Ａは、由良港に行き、他の僚船の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）から時化
し け

の中を本船だけが出漁していることを聞き、船長Ｂに
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沖合に塊になった漁具の灯火が見える旨を伝え、本船船長の安否が心

配になり、本船船長の親戚に本船船長に電話で連絡を取るように勧め

たところ、本船船長が電話に出ないことを知った。 

船長Ａは、船長Ｂ等と共に香頭ヶ浜に戻り、本船を探したが、視認

できなかったので、０４時１０分ごろ由良水難救済会に救助の要請を

行った。 

船長Ｂは、陸上からの捜索を行っていたところ、０５時００分ごろ

香頭ヶ浜付近で、転覆した状態で漂着した無人の本船を発見した。 

本船船長が所属する漁業協同組合の担当者は、０５時４７分ごろ海

上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

本船船長は、僚船３隻による捜索が行われ、０６時２０分ごろ本船

が発見された場所から北北西方沖１.４海里（Ｍ）付近で、救命胴衣

を着用してうつぶせの状態で浮いていたところを発見された。 

本船船長は、僚船により由良港に運ばれた後、搬送された病院で死

亡が確認され、溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、ふだん、本船船長が１人で乗り組み、由良港から出航して

いた。 

海上保安庁の情報によれば、本船には他船等と衝突したような損傷

はなかった。 

本船船長の家族は、本事故当時、本船船長の健康状態に問題はない

と思っていた。 

船長Ａは、２６日１３時００分ごろ本船が発見された場所の北西方

沖２７０ｍ付近で、海中に塊になった本船の漁具を発見して回収し

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、０２時３０分ごろ本船船長が自宅を出た後、０５時００分

ごろ無人の状態で本船が発見されたことから、この間において、由良

港を出港した後、本船船長が落水したものと考えられるが、本船船長

が本事故で死亡しているので、落水した状況を明らかにすることはで

きなかった。 

本船は、海中に漁具が塊になって発見されたことから、漁具の投入

前に転覆した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が由良港を出港した後、本船船長が落水した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・海上の状況を確認し、荒天時は出航しないことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県 

本船漁具発見場所 

（平成２８年１０月２６日 

 １３時００分ごろ） 

本船発見場所 

（平成２８年１０月２５日 

 ０５時００分ごろ） 

由良港 

香頭ヶ浜 

鶴岡市 

本船船長発見場所 

（平成２８年１０月２５日 

 ０６時２０分ごろ） 


